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1．はじめに 

1-1 背景と目的 

従来、日本における市民まちづくり活動はソフト的な活

動が中心だった。国土交通省都市・地域整備局まちづくり

推進課（2006）1は、地域住民等を主体とする場合、まちづ

くりに関する構想・計画を有し、意欲にあふれるとしても、

地域住民等による資金拠出や寄付金のみでは計画を実行に

移すことが困難であるという課題を指摘し、これが「地域

住民等によるまちづくり活動がワークショップや勉強会の

開催、清掃活動等といったソフト策が主体であり、一定額

の資金を必要とするハード施設の整備を伴うまちづくり活

動には消極的にならざるを得なかった」原因とした。 

しかし近年になって、ハード整備を伴う市民まちづくり

活動が徐々にみられるようになった。卯月2はハードなまち

づくり活動を志向する市民団体が増えたことを指摘し、こ

のような市民団体にとっては「拠点となる場所や建物が重

要で、その日常的な運営を通じてこそ目標を達成できる…」
3と述べている。こうした市民側からの要望を受け、2005

年には全国に先駆けて「ヨコハマ市民まち普請事業」が創

設され、市民が主体となって行うハード整備助成が開始さ

れた4。また同年には、一般財団法人民間都市開発推進機構

（以下、民都機構）が地域によるハードなまちづくりを推

進するための助成（住民参加型まちづくりファンド支援事

業）をはじめており、助成制度による支援を受け、市民主

体のハード整備事例は徐々に増えつつある。 

しかしながら市民が主体となったハード整備には、ハー

ド整備に関する専門的知識の不足やハード整備を実施する

土地所有者との合意形成の難しさ等、様々な課題が想定さ

れる。特に公共空間においては上記に加え、公物管理法と

の整合性、安全性や公共性の担保、公共空間を所管する行

政担当課との調整・協議等の課題も存在すると考えられる。 

一方で、公園や道路、河川といった公共空間は都市にお

ける貴重なオープンスペースであり、そのポテンシャルを

有効に活かして公共空間を活用することは、魅力ある地域

形成に大きく貢献すると考えられる。また市民が公共空間

に自らの意思で手を加える（ハード整備を行う）という行

為は、「自分たちが作り守り育てる場所である」といった意

識の醸成を強く促すものだと考えられ、ひいては公共空間

の管理運営にかかる財政コストの削減も期待できる。 

そこで本研究では、市民が主体となって公共空間のハー

ド整備や管理運営を行っている事例を全国的に収集し、ハ

ード整備5）、管理運営6）、活動7）、安全対策等の実態および

課題の分析を通じて、①市民主体のハード整備を伴う公共

空間活用の実態と課題、②市民主体のハード整備を伴う公

共空間活用の意義を明らかにすることを目的とする。 
1-2 先行研究と本研究の位置づけ 

市民による公共空間の管理運営に関する研究としては、

これまで公園や道路をはじめとする都市施設の住民管理に

関する研究が大きな領野として存在しており、例えば、根

来ら(1987)8）、岩村ら(2001)9）10）、浦山ら(2007)11）、篠田

ら(2007)12）の研究がある。これらの研究では、公園や道路

等の都市施設の住民による管理運営行為やその体制、行政

からの支援施策等を対象としており、管理運営行為そのも

のが清掃程度の内容であったことから、本研究が着目する

ハード整備の課題や管理運営・活動に関する安全対策や公

共性の担保については未検討となっている。 

本研究では上記の先行研究を踏まえつつ、全国を対象に

市民主体のハード整備や管理運営・活動を対象として扱っ

ている点、ハード整備や管理運営・活動における安全性や

公共性の担保に言及している点に独自性がある。 
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1-3 本研究の対象 

本研究の対象は、民都機構が行っている「住民参加型

まちづくりファンド支援事業」13）に採択されたファンド

である。その理由は、①当該事業が「NPO や住民等によ

る、まちづくりに資するハード事業」14）に助成している

こと、②「まちづくりに資するハード事業であれば、幅

広く助成の対象」15）となること、③全国の事例を収集で

きること、④ も網羅的にかつ統一の基準を持って対象

選定ができること、以上の４点である。 
1-4 本研究の構成と方法 

2 章では文献調査から関連法制度を整理する。3・4 章で

は民都機構の助成を受けたファンドへのアンケート調査①

および市民主体のハード整備を伴う公共空間活用事例への

アンケート調査②を実施し、市民主体のハード整備を伴う

公共空間活用の実態と課題を把握する。5 章ではヒアリン

グ調査を実施し、同公共空間活用の意義を把握する。 
 
2．公共空間活用を巡る国の動き 

 日本の公共空間の管理運営を規定する公物管理法は

1950年頃に端を発する。公共施設のうち、道路、河川、港

湾、公園等は上位の管理法が存在し、法令及びこれに基づ

く地方公共団体の条例によって、許可手続きや料金の徴収、

許可される利用形態等に関する規定が定められている（表

1）16）。道路では、道路交通法に基づく警察許可も必要で

あり、全体の中で も利用が限定される公共空間である。

1998年頃より、名古屋、広島等で独自に公共空間における

オープンカフェが始められ、1999年には国土交通省道路局

による公募の社会実験が行われる等、公共空間の積極的活

用への取り組みは全国的に広がりを見せてきている。 
 
 
 
 
 
 
3．公共空間活用の実態 

3-1 調査の概要 

 まず、市民主体の公共空間におけるハード整備事例を収

集するため、民都機構の「住民参加型まちづくりファンド

支援事業」に2005～2014年度に採択された112ファンド17）

を対象にアンケート調査①を実施し（表2）、76ファンドか

ら回答があり150の地域団体による公共空間におけるハー

ド整備事例が収集できた。次に150団体のうち郵送先が分

かった132団体を対象に、当該事業の資金及びその他の資

金（他の助成金や自己資金、寄付等）で実施された公共空

間でのハード整備や整備後の管理運営、活動等の実態と課

題に関するアンケート調査②を実施し、60団体から回答を

得た（表3）。以降では、この②の結果から実態を把握する。 
3-2 実態に関する調査結果 

表 418）は回答19）(一部)を団体別に整理し、公共空間の活

用のためハード整備を行った場所(以下、本文および表 4

では整備地と表記)の種類別(公園・広場、小学校等、道路、

河川、港湾、公共施設、山林、その他、複合)に並び替えた

ものである。また表4の集計結果を示したのが表5である。 

「公共空間の活用を行っている団体」は、その他（任意

団体、まちづくり協議会等）が40、NPO法人が12、町内会・

自治会が4、企業が2、第三セクターが2となった。 

また「整備地」は公園・広場が も多く13、小学校中学

校保育園9、道路6と続く。公園・広場は地域住民にとっ

て身近で活用しやすい空間だといえよう。なお、小学校中

学校保育園のうち7は廃校等により未使用状態だった。 

「ハード整備を行い公共空間の活用に至った経緯」では

様々な回答があり、地域活性化や観光振興、コミュニティ

形成を目的としたとの回答や、以前より当該公共空間で活

動を行う中でハード整備が必要となったとの回答がみられ

た。また、「雑草とゴミがひどく犬のフンが散乱しており子

供達が楽しく遊べる環境ではなかった」「荒れていた県道や

遊休地、公園の環境改善を行うため」等、当該公共空間の

荒廃や未使用の状況を問題視して活用に至った団体も一定

数見られた（No:44, 92, 63, 26, 36, 60, 128, 58）。 

「ハード整備の種類」（複数回答）では、「⑦看板・案内

板・モニュメント・街灯等の整備(基礎工事含む)」が 30、

「⑤植栽・ガーデニングの整備(花壇・プランタ、緑化、植

樹、生垣・芝生等）」が24と多く、約半数がこれら簡易な

ハード整備を行っていた。一方、プレーパーク小屋やコミ

ュニティハウスといった「①建築物の新築」という規模が

大きく実施のハードルが高い整備を行った団体も 13 あっ

た。これらの整備地をみると5が公園、3が港湾であった。 

 「ハード整備したものの所有や移管状況」（複数回答）に

ついては、「①整備したモノは貴団体が所有している。」が

32 と多く、「②整備したモノは公有地の所有者である国や

地方公共団体が所有している(移管手続きをした)。」の 22

よりも多かった。ハード整備したものを団体の所有とした

上で安全対策等の責任も団体が負うことで公共空間の使用

を許可されている事例も見られた。一方、整備地が公園の

場合、ハード整備したものの所有は団体だが設置責任者は

行政としている団体もあった（No：4, 31, 34）。 

「ハード整備したものの管理運営状況」については、「③貴

団体がハード整備したものに加え、それ以外も管理運営し

ている。」が39と も多く、「②貴団体がハード整備した

対象 管理法等 地⽅公共団体の条例等
道路 道路法・道路交通法

地⽅公共団体管理の公共
施設についての管理・占⽤に
関する条例(占⽤許可条例・
占⽤料徴収条例等)

公園 都市公園法
河川 河川法(河川敷地占⽤許可準則)
港湾 港湾法・漁港漁場整備法・海岸法

公開空地 建築基準法、許可に関する技術規準

表1 公共空間活用に関わる主な法制度 

表2 アンケート調査①の概要 

表3 アンケート調査②の概要 

調査対象 調査時期 調査内容 回収
「住⺠参加型まちづく
りファンド⽀援事業」に
2005〜2014年度に
採択された112ﾌｧﾝﾄﾞ

2015年8⽉〜
2015年11⽉

当該事業で実施さ
れた、市⺠主体の
公共空間における
ハード整備事例

76ファンド
(回収率
67.9％)

調査対象 調査時期 調査内容 回収
ｱﾝｹｰﾄ調査①で把握
した公共空間のハード
整備事例(132地域
団体 )

2015年12⽉
〜2016年1⽉

市⺠主体の公共空
間におけるハード整
備や整備後の管理、
活動などの実態

60団体
(回収率
45.5％)
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【整備地】道:道路  公:公園  広:広場  河(一):一級河川  河(普):普通河川  河川(準):準用河川  小(廃):小学校(廃止)  保(廃):保育所(廃止)  住:公営住宅
 港:港湾  施:公共施設    【団体】N:NPO法人  企:企業  町:町内会・自治会  三:第三セクター  そ:その他(任意団体、まちづくり協議会、協同組合など) 表4 公共空間活用の実態 

整備 管理運営の具体的内容
地 (ハード整備地以外も含め)

2 N 都 公園 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 N 区 公園 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 そ 町 公園 ● ● 看板の管理 ● ●

17 そ 市 公園 ● ● ● ― ● - - - - - - - -

22 そ 県 公園 ● ● ● ● ● ●

31 N 市 公園 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

34 そ 市 公園 ● ● ● ● ● ● ●

51 そ 市 公園 ● ● ● ● ●

92 そ 市 公園 ● ● ● ● ● ● ●

107 そ 市 公園 ● ● 花,野菜の世話/広場全体の清掃 ● ● ● ● ●

132 そ 市 公園 ● ● ● ● ●

81 そ 市 広場 ● ● ● ● ● ● ●

94 そ 市 広場 ● ● ● ●

91 そ 国 ● ● ● ● ●

3 そ 区 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

63 そ 町 ● ● ● ● ● ● ●

64 町 町 ● ● ● ● ● ●

66 そ 町 ● ● ● ● ● ● ●

68 そ 町 ● ● ● ● ●

79 そ 市 ● ● ● ● ● ●

100 N 市 ● ● ● ● ● ● ● ●

136 N 市 ● ● ● - - - - ― ● ● ● ● ●

27 そ 市 道路 ● ● ● 草刈り清掃,周辺点検等 ● ● ●

39 そ 県 道路 ● ● ― ● ● ● ●

44 そ 道路 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

93 そ 県 道路 ● ● ﾌﾗﾜｰボックスの花植や⽔やり,除草 ● ●

141 そ 市 道路 ● ● ● ● ● ● ●

127 そ 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 N 国 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

69 そ 国 ● ● ● ● ● ●

70 そ 市 ● ● ● ● ● ●

71 N 国 ● ● ● ● ●

90 そ ● ● ● ● ● ● ● ●

74 N 市 港湾 ● ● 道具倉庫の管理 ● ● ● ●

89 企 市 港湾 ● ● ● ● ● ● ●

113 三 県 港湾 ● ● ● ● ● ●

115 三 県 港湾 ● ● ● ● ● ● ●

133 そ 県 港湾 ● ● ● 植樹の剪定,芝刈り,除草,⽔やり ● ●

50 そ 市 施設 ● ● メッセージボードの清掃 ● ● ●

59 そ 市 施設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

72 そ 市 施設 地域全体をPRと観光客の増加のため ● ● 整備した案内板の点検 ● ● ●

83 町 市 施設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

116 そ 町 施設 ● ● ● ●

26 そ 市 ⼭林 ● ● ● ● ● ●

36 そ 市 ⼭林 ● ● ● ● ●

60 そ 市 ⼭林 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24 N 市 ● - - - - ― - - - - ● ●

40 N 県 ダム ● ● ● ● ● ●

128 町 市 ● ● - - - - ● ● ●

135 そ 市 ● ● ● ● ● ●

12 そ 市 駅広 ● ● モニュメントの点検、看板の点検 ● ●

122 そ 市 駅広 ● ● ビジョンの管理,放映 ● ● ●

35 そ 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

52 そ 市 ● ● ● ● ● ●

54 そ 市 ● ● ● ●

58 N 県
市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

61 町 市 ● ● ● ●

76 そ 県 ● ● ● ● ● ● ● ●

87 企 ・植栽・誘導標識の設置 ● ● ● 駐⾞場の管理 ● ● ● ●

142 N 市 ● ● ● ● ● ●

管理運営 活動内容所有移管ハード整備の種類No ハード整備に⾄った経緯 ハード整備の具体的内容

地域美化促進と活性化のため

散策する宿泊客の増加のため遊歩道の橋にライト設置

国の「重伝建地区」やまちの⾒どころを案内する掲⽰板
が設置されておらず、観光客から苦情等が出ていた

・園芸ハウスの設置・花壇の設置
・植樹・看板の設置

・LED設置・電源,ﾀｲﾏｰの設置

・看板(7つ)の設置
・案内板(3つ)の設置

・フラワーボックス(50基)

・園路の整備・多年草ｶﾞｰﾃﾞﾝ整
備・ﾍﾞﾝﾁ,看板,ﾌｪﾝｽ,給排⽔設備
等の設置

・ポケットパークの設置(板塀、⽯貼
り、ベンチ)

・花壇の設置
・⽔道栓の設置

・ﾛｸﾞﾊｳｽの設置・花壇の設置
・看板,倉庫,ﾄﾝﾎﾞ池設置
・建物(休憩施設)の設置
・植栽・遊具の設置
・看板の設置
・堀沿いに⽊柵の設置
・堀沿いに植栽

・案内板の設置

・ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ⼩屋の設置
・遊具の設置・雑⽊林の整備
・ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ⼩屋の設置
・物置の設置

・道具倉庫(艇庫,マリンスポーツ)

・花壇の設置・掲⽰板の設置
・フェンスの改修

・⼤型ビジョンの設置

・案内板の設置

・緊急放送設備,倉庫の設置

・植栽,ﾍﾞﾝﾁ,看板,可動式⽇よ
けの設置・ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ,井⼾の設置
・18ホールのパークゴルフ場整備
・櫨並⽊の植樹・並⽊横の河川の
ﾗｲﾄｱｯﾌﾟの電気⼯事

・河川の護岸等に溶岩ﾊﾟﾈﾙ,浄化
材の設置・堤防の植栽

・看板の設置・モニュメントの設置

・花壇の設置

・屋根修繕・⽊⼯教室改修・浄化
槽設置⼯事・看板の設置
・ｸﾞﾗﾝﾄﾞの改修・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの設置
・猪加⼯建屋の建設・通路の整備
・教室,電気給排⽔設備等の改修
・建物の改修・調理台等の整備

・案内板の設置

・建物の内外装の改修
・井⼾(浄化槽)の設置
・出⼊⼝の新規設置・園庭の改修

・柵,東屋,ﾍﾞﾝﾁ,案内板の設置
・⾷⼯房,交流棟の建設(ﾛｸﾞﾊｳｽ
⾃主建設)・林内道路の改修・隣
接運動場の園路の整備

・コミュニティハウスの設置
・花壇の設置

・歌碑の設置・植樹,芝⽣

・張芝・植栽・防球ネットの設置・
イベント⽤分電盤の設置

公,道
,施設
道,広,
駅広

県
市

道路,
港湾

港の改修,拡張⼯事に伴い⼀般市⺠にも利⽤を図る

花を植える活動により地域の⾃然と環境美化につなげる

農政課を通じ農地(休耕地)をﾍﾟﾚﾆｱﾙｶﾞｰﾃﾞﾝとして整
備し当会が運営していたが、利⽤契約満了に伴い移転
が迫られ、公園開放を条件に道路⽤地の利⽤に⾄る

美しい草花を育て、地域住⺠や近隣との友好を深める
活動を展開、参加者が増え草花花苗事業が広まった

以前より花壇の維持管理をしていた公園で、⼦どもたち
に⾃然に触れ合える場を作りたいという思いから
プレーパークに来た乳幼児の親⼦が⾬や⾵を避けたり、オ
ムツ交換や授乳など気軽に利⽤できる建物が必要だった
薬師寺の来訪者の増加を⽬的とする
城周囲の堀(約20ｍだった)が戦後の埋⽴てにより、わず
か1.2ｍ程の⽔路となってしまい、堀の修景整備を⾏った

歴史と⾃然に憩えるまちを⽬指し調整池周辺ﾙｰﾄを整備

①遊び道具などの道具類の収納⼩屋が必要だった②
⼈々が緩やかに集う情報発信・交流拠点が必要だった
活動拠点建物と物置が不審⽕により消失。市に再建を
依頼するも予算が無く、助成⾦活⽤の助⾔を受けた

⾝近な⼈⼯海浜公園を利⽤した⻘少年健全育成

雑草とゴミがひどく⽝のフンが散乱しており⼦供達が楽しく
遊べる環境ではなかったので公園の環境改善を図った

観光情報を発信及び国体までのカウントダウン表のため

⽬指した事業を実現しうる⼈材との協働が可能になった

必要性に迫られやむなく、⾏政対応に期待できないから

以前から活動していた河川敷でﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸを作りたい思い
があり、⽔辺の楽校ならハード整備が可能と知ったため
⽔害対策⽤のグラウンドであり未利⽤だったため、市⺠の
健康づくりや交流拠点作りを⽬的に整備を考えるに⾄った
保存育成活動していた櫨並⽊の関連イベントでの夜間ラ
イトアップをするため

河川改修等でﾎﾀﾙがほぼ全滅、ｺﾝｸﾘｰﾄの河川構造物に
⽣物が棲める改善整備を実施、整備ｴﾘｱを広げるため

⻄広島に集客のため

⼩学校に花壇を設置、以降公園2カ所を⼿掛けていった

毎年廃校になる学校の実に多いことに憂慮し、特に古い
学校は歴史も有り、地域にとって財産であるため
地域づくりの場所として
有害駆除にて猪を取りその有効活⽤のため整備が必要
農村⽣活を希望する若者の研修体験の拠点とする
地域振興交流センター(建物)の整備

歴史と⾃然の道の整備として案内板の設置に⾄った

地域的に障害者の施設が少なく働く場も少なく、地域⾃
体の活性化も⽬指して施設を整備した
保育所活⽤のため多⽬的交流施設として改修する

眺望地活⽤のため荒れ放題の道と眺望地整備を⾏った
森林公園(6万坪)の再⽣のため3年かけて地元、⾏政
を説得し、森林公園の使⽤許可を得て、中⼭間地域づ
くり拠点施設の整備を⾏った

草ボウボウの⼟地2000㎡を2年契約で毎週⼟⽇、鋤と
鍬で耕し、現在1000㎡追加整備し地域広場として活⽤

地域資源を帰省客・観光客の⽅にPRし島の活性化

公⺠館前にあった排⽔池の廃⽌を要望し、そこをふれあ
い広場として整備した

園芸ﾊｳｽの管理/花壇の世話/公園
内の草取り,清掃・看板の管理
整備した看板等の点検と修理/伝
建地区資料館の管理(委託)

ｶﾞｰﾃﾞﾝの花植え,剪定,⽔やり,清
掃,草刈/園路,ﾌｪﾝｽ,給排⽔設備
等の管理,保管品チェック等

花壇の花植え、枯れた花の除去、
⽔やり、周辺道路の清掃

ﾛｸﾞﾊｳｽ,看板,倉庫の管理/花壇の
花植,灌⽔/池の清掃/園内巡回
休憩施設の管理/遊具の⽼朽化
チェック(毎⽇)

⼩屋の管理/雑⽊林の清掃・ﾌﾟﾚｰ
ﾊﾟｰｸ内の危険物等の確認や清掃
⼩屋の管理/ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ内の⽇常
清掃(落ち葉やゴミの収集)

花壇の花植え,⽔遣り/掲⽰板の
管理/公園内清掃,遊具の点検

案内板の清掃,軽微な補修,点検

設備,倉庫,整備地の公園の管理

整備した構造物の点検,補修整備/
植栽の維持管理/活動エリアの草刈
場内草刈,芝⽣管理/看板修理/
杭,ﾈｯﾄ管理/ｺﾞﾙﾌ場周辺草刈
植樹した櫨への追肥/櫨並⽊全体
の維持管理/ﾗｲﾄの管理
グラウンドへの芝の植え付け

デッキのペンキ塗り、ビオトープの
改善、植栽や緑化の⼿⼊れ
建物全体の管理/運動場の管理/
上下⽔道の管理
グランドの管理/トイレの清掃
建物の管理
建物の管理
建物の管理/校庭や花壇の管理

案内板の管理

建物の管理(カフェ運営は⼀般の⽅
に協⼒してもらっている)

⾷⼯房,交流棟管理/林内道路の
舗装改修,草刈,倒⽊処理/運動場
の園路改修,清掃,草刈/ﾄｲﾚ管理

整備を⾏った設備、施設の管理
(⼀部は⾏政との委託、使⽤許可、
協定によるものを含む)

建物を含め敷地全体の管理(清掃,
花壇,植栽,庭⽊の世話)

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽの管理/花壇や広場全
体の花植え,⽔やり,草刈,清掃

整備した芝⽣広場の清掃/公⺠館
の管理/鍵の管理,利⽤ルール運⽤

調整池

公,施

住,公

河(⼀)

県
市

⼩,公

⼩(廃）
⼩(廃）

保(廃)

団
体

所
有

⼩(廃）
⼩(廃）
⼩(廃）

中学校

⾏政
財産

⾥⼭保全の⼀環として⽥んぼ脇の市道を清掃していたが、
⽥んぼの⼟⽔路の掘削により崩落し補修が必要となった

・市道の整備
・案内板の設置(2つ)

岩国往来は約30kmの江⼾古道(県)で荒れていた、整
備箇所を少しずつ増やし、地域資源として活⽤を図る

・道の改修・丸太橋,休憩所,⼀⾥
塚,案内板の設置

県
市

定期的な道の倒⽊除去,草刈,危険
箇所の安全対策,案内板管理

・竪⽳住居の設置・体験エリアの整
備(竈,ﾍﾞﾝﾁ,作業台,周囲の柵）

竪⽳住居を復元し、古代⼈の⽣活や⽂化に触れて、歴
史を追体験することのできるエリアを整備・活動する

整備した物の管理/体験ｴﾘｱ内の
草刈り,清掃など全ての管理

・物⾒櫓,花壇,プランターの設置休憩所を管理していた遺跡の来訪者の増加を図る

・花や野菜を植える場所の整備元気で明るいまちづくりを⽬的に広場の活⽤に⾄った
・句碑の設置地区の活性化とコミュニティの推進のため、地区住⺠から

の寄付⾦と合わせ実施した
句碑と周辺の清掃や管理/近隣散策
路の花壇の花植え,草取り,散⽔

保(廃)

・ラグビーグランドの整備ラグビーの正式なコートが取れる⼟地を⾒つけ、市に相談
溶岩ﾊﾟﾈﾙの点検,補修/植栽の灌
⽔/河川や周辺全体の清掃

花壇の花植え,⽔遣り,など

・植栽,屋上緑化・看板,ｳｯﾄﾞﾃﾞｯ
ｷ,ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ,⾵⼒発電等の設置

開校70周年記念事業として「校庭をみんなで作ろう」と
決定し、校庭作りを実践

・植栽の設置
・ブランコ、スプリングペットの設置

ダムを活かし地域活性につなげることを⽬指し、その為へ
の環境整備として整備等を⾏った

遊具の管理/植樹の草刈・除草・
剪定等の管理

・県道沿に案内板設置,植樹・遊
休地整備,植樹・県公園の植樹・
市公園の休憩所,ｷｬﾝﾌﾟ場改修

公共空間の保全・改善・管理を⾏政のみで⾏うことが困
難になってきた中で、こうした部分を⺠が補完する為(荒
れていた県道や遊休地、公園の環境改善を⾏うため)

道路、
公園、
遊休地

・⽂化財建物の改修・建物の庭の
整備(園路,花壇,植栽の設置）

⽂化財建物に案内所を設けることにより観光案内ボラン
ティアの常駐場所の確保のため

・場外市場(観光拠点施設)の設
置・案内板の設置

市,商⼯会,JA,JF,観光協会,⺠間等の集まった企業を
⽴ち上げ、観光拠点施設の設置によるまちの活性化

観光拠点施設の管理と運営/案内
板,駐⾞場,トイレ,⾜湯の管理

・フィッシャーマンズ・ワーフの設置
・観光施設内設備の設置
・案内板の設置

停滞する地域を活性化するためにフィッシャーマンズ・
ワーフ建設の建設に⾄った
みなとオアシスとして認定されている施設等の整備充実を
図り、魅⼒を向上、中⼼市街地の活性化を推進

ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞ・ﾜｰﾌの管理/敷地内
の花壇の⽔やり,草取り
施設内設備,展⽰物管理,利⽤者
対応/施設周辺緑地の巡回と清掃

・案内板の設置増加する外国⼈観光客の利便性向上の為、道の駅に多
⾔語観光案内板を整備した

案内板の管理/案内板周辺の草
刈り/観光案内所の運営

観光客の回遊を⽬指しﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｰﾄﾞ設置の承認を得た ・メッセージボードの設置

しょうぶ園・つばき園が⽼朽化し、来園者の安全確保と
休憩所の憩いを演出するため

・園路の整備
・案内板,標柱の設置

園路の管理/園内の草刈り,⽵柵の
改修,樹⽊の剪定

維持管理していたせせらぎ緑道の⽔源周辺を、安らぎを
感じ集いふれあう場所にするため

・植栽・パーゴラ,ベンチの設置
・広場のタイル舗装

整備した広場の清掃/隣接する
せせらぎ緑道の⽉１回の清掃

河川⼟⼿の桜並⽊や河川など地域の⾃然景観の整備
と⾃然環境の整備

植栽した桜並⽊の下草刈/看板の
点検/⿂道の清掃・点検・管理

河川,
道路

・桜並⽊に桜の植栽・看板の設置
・河川に⿂道の設置

道路
⽤地

駐⾞
場

河(⼀)

河(普)

河(普)
河(⼀)
(準)

⼩学校

櫓,花壇,ﾌﾟﾗﾝﾀｰ,併設休憩所管理

整備物管理,間伐,草刈,剪定,清

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①②③④①②③④

・広場内の湧⽔流れの親⽔護岸
整備

市の保有する⼟地の広場活⽤の提案依頼を受け、広場
端にある湧⽔を活⽤、その他部分は進⾏中で未整備

湧⽔流れの管理/未整備(整備
予定)の広場の草刈

旧街道などの歴史的まち並みを活かしたまちづくり活動の
⼀貫としてポケットパーク整備

板塀,⽯貼り,ベンチなどの管理及び
補修

①②③④⑤⑥⑦⑧

・案内板の設置
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ものだけを、管理運営している。」の19を大きく上回っ

た。「①管理や運営は、まったく行っていない。」は1団

体のみだった。③と回答した団体の「ハード整備に至っ

た経緯」や「管理運営の具体的内容」を見ると、ハード

整備の提案・実施を契機に整備地を含めた周辺エリアの

整備や管理に至った団体(No：27,44,141,94,132, 

69,90,79,36,115,128,54）が見られた20）。これはハード

整備の実施により公共空間の魅力創出・向上や公共空間

への意識が醸成され、より広いエリアへのハード整備や

管理行為へと展開していく可能性を示している。 

「ハード整備地での団体の活動内容」（複数回答）では、

「①管理運営」を除き「②イベント開催(身体的な動きを

伴う企画の実施、外部参加者を募るもの）」が41と 多

で「⑥情報発信(定期的に広く発行・発信されるﾆｭｰ

ｽ,HP,facebook等）」が22と続く。2/3の団体がイベント

を開催しており、その安全確保が課題になると考えられ

るが、対策としては「①団体メンバーやイベント参加者

に対して保険をかけている」が 多の34（うちイベント

開催団体 26）、次いで「②できるかぎりの安全への配慮

をする」が26（うち同団体20）となった。「③事前に何

か起こったときの対応について、団体メンバーや行政と

話し合っている」は13（うち同団体10）にとどまった。 

「公有地の周辺住民やイベント参加者、利用者との関係

について、日頃、留意していること（公共性への配慮）」（複

数回答）については、「③団体の目的実現だけでなく、住民

や利用者の共感を得られるような活動を意識している」が

43 で も多く、「①団体の活動について、周辺住民や町内

会に説明し、理解を求めている」が 29、「②住民や利用者

の意見や要望を収集し、活動に反映するようにしている」

が20となった。「④特になにもしていない」のは7団体の

みであり、ほとんどの団体が公共空間での活動に対して公

共性の担保を意識していることが分かる。 

 

4．公共空間活用の課題と解決策 

 本章では、アンケート調査②の回答から、ハード整備を

実施した団体のハード整備段階、管理運営面、活動におけ

る課題と解決策を整理・分析する。以降では、課題（以降

〈 〉内）とそれに対する解決策（[ ]内）をみていく。 

4-1 ハード整備段階における課題と解決策（表6） 

 ハード整備段階での課題は32団体（53%）から全37件の

回答があった。そのうち13 件は団体独自に、10件は行政

とともに解決を図り、5件は解決に至っていない。 

① ハード整備に必要な資金の不足 

 5 団体から〈ハード整備に必要な資金不足〉があげられ

た。これに対しては、団体自身で[民間の助成金、会費や寄

附金]や[収益事業の実施]による資金調達、[住民自身の施

工によるコスト削減]を図ったり、[民間から必要物品の寄

贈]を受けたりするケースがあった。様々な手段によって各

団体は資金不足を補っているが、活用する既存建築物の耐

震補強を望んでいた団体は資金不足で断念している。 

② 整備したものの安全性の確保や事故への備え 

 5 つの団体は、整備前の内部検討、関係者や行政の要望

により〈整備されたものの安全性の確保や事故への備え〉

が課題となり、[保険の活用]や[怪我の予防や縮減のための

施工の工夫]、[話し合いによる施工後の安全対策確認] に

より整備を実現させた。また、耐震上不安のある既存建築

物を活用した団体は[検査による安全確認]を実施していた。 

③ 法制度上の問題 

 ハード整備や公共空間内での構造物設置に関連する法制

度上の課題が14団体からあがった。まず、建築関連の整備

を行った5団体は〈❶設置・整備のための手続きが大変〉

だったが、[規制に準拠した対応] をしたり、逆にデザイン

を工夫して[規制適用外となるよう整備内容を変更]したり

していた。また、河川区域内、道路内で整備を行った4団

体は、行政から〈❷設置許可を得るのに苦労〉したが、[実

験・調査を通じて理解を得た]り、話し合いの中で[整備を

可能にする法解釈を見出した]り、[粘り強く説得し]て整備

を実現した。さらに〈❸整備事業を実施可能な主体上の制

約〉があり、4団体が行政部署や自治会といった[実施可能

な主体に設置者になってもらった]他、[対象物件の制度上

の位置づけ変更]や[県-団体間に市を加えた協議]で整備に

こぎつけた団体があった。一方、〈❹設置・整備を希望した

が制度上の理由で設置不可〉となった団体も2つあった。

④ 縦割り行政の弊害・行政の不理解 

〈❶設置に関わる行政関係部署が複数に跨がる〉点も4団

体から課題が指摘されたが、何れも[時間や手間をかけて許

可を得]ている。また〈❷管理コスト増大への行政の懸念〉

に対し[十分な説明を通じて許可を得た]団体もあった。 

なお、<❸行政が慎重>で、継続的に許可申請をしているに 

数
①建築物の新築 13
②既存建築物の改築や改装(屋根・壁・ｷｯﾁﾝ・ﾄｲﾚの改修、耐震補強など） 6
③既存建築物の外構部の整備(⾨・塀・柵・⾞庫の設置や改修など) 2
④園路・歩道・⼭道等の整備(路⾯の舗装、階段・⼿すりの設置など) 9
⑤植栽・ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞの整備(花壇・ﾌﾟﾗﾝﾀ、緑化、植樹、⽣垣・芝⽣など） 24
⑥東屋・ベンチ・遊具等の整備 11
⑦看板・案内板・モニュメント・街灯等の整備(基礎⼯事含む) 30
⑧広場・運動場・グランド・農場等の⼟地の整備(舗装も含む) 9
⑨その他 19
①整備したモノは貴団体が所有している。 32
②整備したモノは公有地の所有者である国や地⽅公共団体が所有(移管⼿続き済み) 22
③整備したモノの所有は曖昧になっている、もしくは、わからない。 3
④その他 0
①管理や運営は、まったく⾏っていない。 1
②貴団体がハード整備したものだけを、管理運営している。 19
③貴団体がハード整備したものに加え、それ以外も管理運営している。 39
④その他 0
①管理運営 59
②イベント開催(⾝体的な動きを伴う企画の実施、外部参加者を募るもの） 41
③講習会・発表会の開催(座学的な企画の実施、外部参加者を募るもの） 14
④調査・研究・提案(特定の問題や場所に関する調査・研究や計画やデザインの提案) 4
⑤成果物の制作(活動記録や調査・研究の成果などの冊⼦づくり等） 7
⑥情報発信(定期的に広く発⾏・発信されるﾆｭｰｽ、HP、facebook等） 22
⑦相談・サポート(団体外部の⼈に対する相談やサポートを⾏う活動） 4
⑧その他 9
①団体メンバーやイベント参加者に対して保険をかけている 34
②できるかぎりの安全への配慮をする 26
③事前に何か起こったときの対応について、団体メンバーや⾏政と話し合っている 13
④特になにもしていない 10
⑤その他 0
①団体の活動について、周辺住⺠や町内会に説明し、理解を求めている 29
②住⺠や利⽤者の意⾒や要望を収集し、活動に反映するようにしている 20
③団体の⽬的実現だけでなく住⺠,利⽤者の共感を得られるような活動を意識している 43
④特になにもしていない 7
⑤その他 0

公
共
性
配
慮

所
有
移
管
管
理
運
営

活
動
内
容

設問の選択肢

安
全
対
策

ハ
ー

ド
整
備
の
種
類

表5 公共空間活用の実態（集計結果） 
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もかかわらず未実現の団体もあった。 

⑤ その他 

 以上の他、ハード整備の〈❶助成を受ける上での手続き

の煩わしさや制約〉があり[必要な手続きをこなした]り、 

 

 

 

解決主体の凡例 ○:団体⾃ら ■:⾏政と協⼒ ▲:企業等 ●地域住⺠・市⺠ ×:未解決 

表7 管理運営に関わる課題と解決策 

表8 活動に関わる課題と解決策 

課題 解決策 管理運営に関わる課題と解決策（要約） 解決
主体

①管理運営コストの
発⽣、資材・設備・⼈
材不⾜

[⾏政による設備
整備、助成⾦⽀
給や費⽤負担

・花やり⽤の⽔を池から汲んでいたが、⽔道を整備し、
花壇へホースで⽔をやれるようになった。⽔道料⾦は
担当課が払っている。（35） 他2件(3)(4)

■

⺠間助成⾦獲
得、会費・寄付
⾦等で調達

・以前は⼈件費が出せずボランティア運営だったが、
バザー、グッズ販売の収益、寄付、会員費等の資⾦
を集め、有償スタッフを置いている（4）
・植樹管理や除草範囲⾯積が⼤きく、助成等がなく
なれば継続が困難。（40） 他2件(3)(34)(35)

●▲

企業から労⼒提
供を得る

・花壇の⽔やりの⽔道料が担になるため、近くの企業
に依頼している。（132） ▲

組織外の住⺠か
ら資材提供

・やり取りのある地域の⼈から資材提供をる（35）
・柵に使⽤する丸太資材の寄付も受けた（3） ●

未解決（⾃⼰
負担）

・⽼朽公共施設の維持管理・活⽤を⾏っているのに、
賃料を組織が負担している（100） ×

②
⾏
政
と
の
連
携
・
分
担
・
移
管

❶団体・⾏政
が管理運営す
る範囲（範域
や内容）の設
定

管轄範囲の明確
化

・⾏政担当部署と連携してプレーパークを管理運営
し、エリア内は担当部署が、それ以外は公園管理部
署が管轄するように明確化している（31）
・⾏政と運⽤協定を結び、草刈りや構造物の点検、
費⽤負担などを⾏い、また、河川敷に設置した構造
物を、⼤⽔の際の業務委託者による撤去計画に組
み込んでもらった（5）

■

⾏政に処理を依
頼

・管理運営外の樹⽊が伸び、花壇管理に⽀障をきた
したが、⾏政に交渉して処置してもらった（54） ■

❷⾏政の不理
解

⻑年のやり取りで
理解の獲得

・当初⾏政の担当部署は森林公園内での活動に理
解がなく、各種申請作業に苦労したが、現在は理解
され⽀援してもらっている（36）

○

❸⾏政の⼈事
異動によってか
かる関係維持
コスト

未解決［コスト
をかけて関係維
持を図る］

・⾏政担当者は定期的に変わるため、その都度、施
設管理上の法的制約、関連機関に係わる事項、前
担当者時代からの合意事項等を助⾔・説明しなくて
はならない（58）

×

職員研修により
協⼒体制を構築

担当職員の熱意で⾏政の対応がかなり変わる職員
の理解を促すためにも毎年⾏政職員による5⽇間の
研修を受け⼊れて協⼒体制を構築する（31）

○

❹設置構造物
の将来撤去コ
ストの負担

未解決（撤去コ
スト負担予定）

・設置構造物を⾏政に譲渡できず、将来不要になっ
たら組織の経費で撤去するよう要求された（51） ×

❺整備したも
のが撤去

未解決［撤去さ
れた］

・伝建地区等に設置した看板の⼀部を、道路整備
のために撤去せざるを得なくなった（52）他1件(3) ×

の
対
応

③
法
や
制
度
へ

❶組織様態が
施設管理者要
件を満たさない

要件を満たす⾏
政組織を管理者
に設定

・⼀般市⺠団体では管理者として許可がおりないの
で、学区⾏政組織が指定管理している（35） ■

❷特定⾏為の
度に⾏政に許
可申請が必要

未解決［都度
申請をしている］

・敷地形状の変更や、建物や樹を切ったりスロープな
どを作るたびに担当部署の許可が必要で書類作成
に苦労（100）

×

へ
の
対
処

④
他
の
利
⽤

❶他の利⽤者
に配慮した利
⽤制限

未解決［制限の
受け⼊れ］

・他団体が広場を利⽤する際、広場に整備した⼤型
ビジョンの放映中⽌要請を度々受ける（122） ×

❷不法投棄の
問題 未解決 ・管理する河川周辺の草の陰に盗品を隠したり、家

電を捨てたりする⼈がいる（90） ×
⑤運営管理に関わる
専⾨知識・ノウハウ⽋
如

未解決（⽋如の
まま）

・空地の使い⽅について、メンバーに専⾨家がおらず、
⾏政に外部講師招聘のリクエストをしているが、実現
困難（94） 他1件(127)

×

関
係
づ
く
り

⑥
利
⽤
者
と
の

❶利⽤者の活
動への主体的
参画の促進

参画させる⼯夫
・児童館事業の⼀環であるため地域住⺠に主体性
が芽⽣えづらいので、準備段階から巻き込んだり⼦ど
もの親の活躍する場を作るなどに⼯夫している(31)

○

❷⾏政を介さ
ない利⽤者と
の関係の構築

未解決（未構
築のまま）

・地域住⺠から⽔の無駄遣いなど苦情を受けるが、
団体に直接苦情を⾔ってくれれば不満要素が分かる
し、理解してもらう為に歩み寄れるが⾏政を通される
とやりづらい（31）

×

課題 解決策 活動に関わる課題と解決策（要約） 解決
主体

①
安
全
対
策

❶⽕気使⽤の
制約

⾏政への了解の
取り付けや⽀援
要請

・公園内で⽕を使⽤する際、防⽕対策及び⾏政学
区担関への⽀援を依頼する(35)
・公園内は⽕気禁⽌されていたが、交渉の結果、⼩
規模なものは了承を得られた(22)

■

未解決（使⽤
不可）

・周りに⺠家が多く、公園内で花⽕などの⽕を使う⾏
事が出来ない(92) ×

❷原状復帰す
る必要

未解決（やむな
く対応）

・⾏政との協定で「現状復帰」が義務付けられており、
公園内で⼦どもが遊びでつくったもの（⽳等）を、毎
回撤去せざるを得ない(31)

×

❸建築⽤途に
よる⾏為の指導

未解決（指導の
受⼊れ）

・耐震・防⽕・補修がなされていない建物を利⽤する
ため、交流会等お酒が⼊ったときの仮眠も認められて
いない。（63）

×

・
や
り
取
り

②
⾏
政
の
関
係

❶整備と活動
で⾏政担当窓
⼝の違い

状況に適応
・⼯事施⼯時は⼟⽊管理課に許可申請したが、活
動では⽣物保護等に関わる環境保全課や農政課と
やり取りが多くなった。（27）

○

❷⾏政の不理
解

未解決（改善
せず）

・活動時は⾏政にも声かけするが、必ずしも前向きに
参加してくれない（90）
・活動の意味を職員に理解してもらうのが困難(3)

×

❸⾏政が構成
員だと助成⾦
申請できない

住⺠独⾃の組織
の⽴ち上げて助
成申請

・団体メンバーに⾏政職員がいる組織は助成⾦を得
られないケースがあり、住⺠だけの別組織を⽴ち上げ
て資⾦調達している。（3）

○

近
隣
へ
の
配
慮
等

③
他
の
利
⽤
者
や

❶⾏政による活
動への注⽂

⽀障を来さない
活動

・⾏政から公共空間での園芸を注意されるがあるが、
⽀障をきたさない程度に各⾃で管理している（35） ○

❷周辺住⺠か
らの苦情

周辺住⺠への訪
問や告知

・近隣へのポスティングと挨拶を⾏うことで、中⾼⽣の
⼣飯作りなど、夜のイベントが可能に。(5) ○

未解決（賑やか
な活動禁⽌）

・賑やかな活動は周辺に迷惑がかかるとして⾏政に禁
⽌されている。(4) ×

④
来
訪
者
へ
の
対
応

❶来訪者のマ
ナー啓発や違
法⾏為

⾏政職員による
マナー啓発の⽀
援

・⽣物鑑賞会時に参加者に鑑賞マナーを守ってもらい
たいと⾏政に相談したら、数⼈の職員を配置してマ
ナーを呼びかけてくれた（27）

■

警察や消防など
による対応

・イベント時に放置⾞両があり、警察・消防の協⼒で
撤去してもらった。（87）
・ホタルの増加に伴い観賞会時以外の⾒学者数が急
増し、違法駐⾞で交通に⽀障が出たが、その取り締
まりは警察の管轄と確認(90)

■

❷遠⽅からの来
訪者の対応

未解決（やむな
く受け⼊れ）

・プレーパークが珍しいということで区外からも⼤勢の⼈
が来ると内部の⼈に悪影響が及ぶ(4) ×

⑤
そ
の
他

❶活動活発化
に設備が不⾜

未解決（未設
置）

・活動場所である広場にはトイレや電気がなく、地域
活動の場になりにくい。（94） ×

❷住⺠から信
仰上の理由で
⾏事に参加でき
ないと苦情

宗教⾊を少なくし
た⾏事

・公園内に神社の分社があり、祭事を実施してきたが、
⼀部住⺠から信仰上の理由で参加できないとの苦情
があり、住⺠の連帯強化や⽂化伝承のため、⾏事の
「宗教⾊」をできるだけなくし祭事を維持している(61)

○

表6 ハード整備に関わる課題と解決策 

課題 解決策 ハード整備に関わる課題と解決策（要約） 解決
主体

①ハード整備に必
要な資⾦不⾜

⺠間の助成⾦、
会費や寄付⾦
の調達

・⾏政も財源不⾜のため、⾃前で助成⾦、会費、寄付
⾦を調達。（40） ●▲

収益事業の実
施による資⾦
調達

・資⾦がなかったため⾷堂を始め、⾃前で整備できた。
（63） ○

住⺠施⼯によ
るコスト削減 ・施⼯を業者に頼むと⾼いので地元⺠で施⼯。（90） ●
⺠間から必要
物品の寄贈

・予算上、花壇⽤の苗を⼿当てできず、⺠間団体の協
⼒を仰いだ。（92） ▲

未解決（実現
せず）

・耐震補強を⾏いたかったが、資⾦不⾜でできず。
（68） ×

②整備したモノの
安全性の確保や
事故への備え
（団体内部、⾏
政や管理者、利
⽤予定者など）

保険の活⽤ ・県から通⾏⼈・作業者への保険を求められ、市の保険
制度で対応。（93） ■

怪我の予防や
縮減のための
施⼯の⼯夫

・デッキ設置には反対意⾒もあり、怪我を減らすために
マットを敷いたり⾼さを低くしたりした。（3）
・物⾒櫓に登れるようにはしごを計画したが、転落事故
等に備え、常には昇れないように撤去可能に。（51）

○

話し合いによる
施⼯後の安全
対策確認

・側溝へのグレーチング設置が当初⾏政に認められな
かったが、安全対策を話し合い設置できた。（64） ■

検査による安
全確認

・廃校活⽤のため耐震が不安だったが、検査を実施し事
なきを得た。（79） ■

③
法
制
度
上
の
問
題

❶設置・整備
のための⼿続
きが⼤変

規制に準拠し
た対応

・建物を整備したが、条例によってユニバーサルデザインへ
の対応が求められ、スロープの設置や環境配慮を促され
⼤変だった。（4）
・簡易園芸ハウスの設置を計画したが、建築確認が必
要で⼿続きが⼤変だった（35）
・建築確認申請をやることになり⼤変だった（34）

○

規制適⽤外と
なるよう整備
内容を変更

・建築基準法の適⽤対象になると防⽕設備等の設置が
必要となり、計画していた縄⽂竪⽳住居には適さないた
め、建築担当課と相談してサイズを⼩さくして、基準法
外の⼯作物として建設した。（22）

■

❷設置許可を
得るのに苦労

実験、調査を
通じて理解を
得た

・河川構造物設置に際し、現地の状況について測量図、
地形写真で詳細な報告を⾏った（76）
・資材メーカーの協⼒のもとで試験施⼯を⾏いハード整
備が可能に（90）

●▲

整備を可能に
する法解釈を
⾒出した

・河川に公園の東屋のような構造物は作れないが、「⽊
陰を伸ばす」という考え⽅で「ツリーシェルター」の設置が
可能になった。（5）

■

粘り強く説得し
た

・看板等は、市有地や市道に設置する必要があり、市
⺠活動担当部署とは別に、建設系部署の許可を要し
たが、粘り強い説得で許可を得られた。（52）

○

❸整備事業を
実施可能な
主体上の制
約

設置可能な主
体に設置者に
なってもらった

・条例上、⺠間が公園内に構造物の設置はできないと
管轄部署に断られたが、⻑年の交渉と他者の協⼒によ
り、活動エリアを線引きし、⼦ども関係部署が設置責任
者になり設置可能になった。⼩屋の所有者は団体、設
置責任者は⾏政担当部署という形で⼩屋の整備を実
施した。（31）
・⾃組織は整備主体になれないため事務局となり、事業
主体を⾃治会として事業許可を受けた。（93）

■

その他
・県の所有物件であったため、⾃組織と市との協議を踏
まえて県に設置許可を得て整備を⾏った。（115）

他1件(87)
■

❹設置・整備
を希望したが
制度上の理由
で設置不可

未解決（設置
できず）

・道脇に休憩ベンチを設置したかったが、⾏政から通⾏の
障害になると⾔われできなかった。（3）
・保安林の各種規制があるため、活動拠点整備拡充が
困難である。（36）

×

④
縦
割
り
⾏
政
・
⾏
政
の
不
理
解

❶設置に関わ
る⾏政関係
部署が複数に
跨がる

時間や⼿間を
かけて許可を
得た

・集会施設と付近の池周辺に花を植えようとしたが⾏政
の複数部局でたらい回しにされ許可を得るのに1年か
かった。（35）
・施⼯にあたって担当課への許可申請に加え、警察にも
添付書類を送ったり、⼟地の地権者に活動を終えたら
元通りにする条件で使⽤許可を取ったりと⼤変だったが、
⼯事前から⾥⼭保全再⽣として清掃などを実施していた
ため特段問題は無かった。（27） 他1件(100)

○

中間⽀援組織
のサポート

・当初プレーパークをする上で必要な物品を⼊れる⼩屋
が必要といっても理解を得られず、中間⽀援組織の助
成事業の⽀援を仰ぎ、1年の保留期間の間、同組織が
⾏政の担当部署の間に⽴って実現に向けて協⼒してく
れて⾏政も理解を⽰し、4年を経て⼩屋の設置責任者
になってくれた。（31）

▲

❷維持管理コ
スト増⼤への
⾏政の懸念

⼗分な説明を
通じて許可を
得た

・計画した設備の⼤半が⾏政が「さわりたくない」部分で、
整備する意義について理解を得にくかった。税⾦を使った
施設を設置すること、活かせば⽣かす⽅法があること、資
⾦は極⼒税⾦を使わないこと等を伝えて理解を得た。
（58）

○

❸⾏政が慎
重

⾃ら整備して
⾏政に移管

・市道の側溝整備を要望したが認められず、団体側で
整備し、市に移管した。（83） ○

未解決（許可
下りず）

・⾏政は⼀度で許可が出ず、電気⽔道設置に2年がか
り、看板はまだ許可が出てない。（74） ×

⑤
そ
の
他

❶助成を受け
る上での⼿続
きの煩わしさや
制約

⼿続きをこなし
た

・⾏政から補助⾦をもらって整備を⾏うことにより、実施
後の報告書などの提出が⼤変だった（60） ○

未解決（助成
対象になら
ず）

・公園としての利⽤を前提で、開放したものの、防犯安
全対策として監視カメラの設置要望するも、助成⾦対
象とならず会で設置、負担した（127）

×

❷設備の設置
や施⼯に関わ
る技術的課題

（各々の⽅法
で解決した）

・通信や電源の確保が技術上可能か⼼配だった。
（112） 他2件(71)(89) ▲

❸隣接する⺠
地地権者との
調整

時間をかけて
対応

・公共空間との境界の⺠地地権者との調整に時間を要
した。（26） ■
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助成対象とならず自己負担で整備した団体があった。また、

〈❷設備設置や施工に関わる技術的課題〉には、各々の方

法で解決を図り、<❸公共空間に隣接する民地地権者との調

整>が必要で、時間をかけて対応した団体もあった。 

4-2 管理運営面における課題と解決策（表7） 

 管理運営面における課題は18団体（30%）から全29件の

回答があった。そのうち11件は解決に至らず、7件は行政

と、5件は住民および第三者とともに解決を図っている。 

①管理運営のための様々なコスト 

 7 団体が、管理運営を担うことによる様々な〈コストの

発生、資材・設備・人材の不足〉を課題にあげ、[行政によ

る設備整備、助成金支給や費用負担]あるいは[民間助成金

獲得、会費・寄付金等の調達]によって賄ったり、団体外の

企業・人物から［労力提供］や[資材提供]を受けたりして

いた。資金調達できず自己負担している団体もあった。 

②行政との連携・分担・移管 

 まず〈❶団体・行政が管理運営する範囲（範域や内容）

の設定〉を課題にあげた3団体は、行政との連携や協定締

結を通じて[管轄範囲の明確化]を図り、管轄外の事案が発

生した際には[行政に処理を依頼]していた。また、〈❷行政

の不理解〉により各種申請作業で苦労していた団体は、[長

年のやりとりで理解を獲得]した。一方、〈❸行政の人事異

動によって関係維持コストがかかる〉点を2団体があげ、

そのひとつは[職員研修をして協力体制を構築]していた。

また、〈❹設置構造物の将来撤去コストの負担〉を行政に求

められている団体や当該設備を行政に移管した結果、〈❺整

備したものが撤去〉されてしまったケースもあった。 

③法や制度への対応の必要 

 まず、当該団体の〈❶組織様態が施設の管理者要件を満

たさない〉ケースがあり、[要件を満たす行政組織を管理者

に設定]して対応していた。また、ある団体は敷地形状の変

更や樹の伐採等の〈❷特定行為をする度に行政への許可申

請が必要〉なため書類作成に苦心していた。 

④他の利用者への対処 

 〈❶団体とは別の利用者に配慮した利用制限〉があるこ

と、管理するエリアに〈❷不法投棄がある〉ことを課題に

あげた団体があった。これらは万人に開かれた公共空間の

特質に関わる課題で、両者とも状況の改善に至っていない。 

⑤管理運営に関わる専門的知識・ノウハウの欠如 

〈管理運営に関わる専門知識・ノウハウ欠如〉を課題とし

た2団体は、解決に向けた有効な手段を見出せていない。 

⑥使用者との関係づくり 

 利用者との関係づくりを課題にあげた団体では、<❶利用

者の活動への主体的参画の促進>を図りたいと考え、活動に

準備から加わってもらう等[参画させるための工夫]をして

いる一方、❷<行政を介さない利用者と直接的対話できる関

係づくり>を望むもののできていないと回答があった。 

4-3 活動における課題と解決策（表8） 

 活動時の課題は13団体（22%）から全18件の回答を得た。

そのうち団体独自あるいは行政とともに解決が図られたの

が各5件、解決に至らなかったのが8件となった。 

①安全対策 

 3 団体は〈❶火気使用の制約〉があり、その2つは限定

的使用や防火対策を通じた[行政への了解の取り付けや支

援要請]により使用可能になったが、周辺の民家の多さを理

由に使用不可の団体もあった。また、公園内で活動する別

の団体から、行政との協定のため、子どもが遊びでつくっ

たものを毎回〈❷原状復帰する必要〉があり、やむなく撤

去していると回答があった。耐震・防火補修を未実施の建

物を活用する団体は、行政から〈❸建築用途による行為の

指導〉があり、従わざるを得ない現状を課題にあげた。 

②行政との関係・やりとり 

 3団体が行政との関係ややりとりを課題にあげた。〈❶整

備時点と活動時点での行政担当窓口の違い〉があり、[状況

に適応]してやり取りしている団体に加え、自分たちの活動

への<❷行政の不理解>に言及した団体が2つあった。行政

と協働して活動している団体は〈❸行政職員がメンバーと

なる団体は活動助成金申請資格をみたさない〉ため、[住民

独自の団体を立ち上げて助成申請]していた。 

③他の利用者や近隣への配慮・対処 

 沿道で花壇づくりをする団体は、〈❶行政から活動への注

意〉があり、それに[支障を来さない活動]をしている。ま

た〈❷近隣住民からの苦情〉を課題とする2団体の一方は 

[周辺住民への訪問・告知]を行ってイベントを実施してい

るが、もう一方は賑やかな活動を行政に禁止されていた。 

④来訪者への対応 

 ３団体が<❶来訪者のマナー啓発や違法行為>を課題にあ

げた。イベント参加者にマナーを守ってもらいたい団体は

[行政職員による支援]を得ている。またイベント開催時や

活動成果によって来訪者等の放置車両・違法駐車に悩む 2

団体は[警察や消防の協力]を得ていた。活動の珍しさのた

めに、<❷遠方からの来訪者への対応>に迫られる団体は、

内部への悪影響の懸念があるが、やむなく受け入れている。 

⑤その他 

 トイレや電気等の〈❶活動の活発化のための設備が不十

分〉とした団体は善後策を見出せていなかった。また、特

殊な事例だが管理する公園内に神社の分社があり、その祭

事を実施してきた団体は〈❷住民から信仰上の理由から行

事に参加できないとの苦情を受け〉、[宗教色を少なくした

行事]にしつつ、住民の連帯強化や文化伝承に努めていた。 

 

5．公共空間活用の意義 

5-1 調査の概要 

3 章の実態で把握したように、地域団体は地域課題解決

や公共空間の未管理・未活用の状況改善のため、公共空間

のハード整備と、その後の管理運営・活用を行っていた。

これは公共空間がより魅力的な空間に変化したことを意味

しており、市民主体のハード整備を伴う公共空間活用の意

義の１つだといえる。さらに、3 章では、整備地周辺まで

管理運営の範囲が広がっていたことが分かった。 
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表 11 空間と関係
主体の広がり 

No ① ②
3 × ○
4 × ○
27 × ×
31 ○ ○
34 × ○
35 ○ ○
90 ○ ○
94 ○ ×
100 × ×

そこで本章では、3 章 4 章の内容の詳細に関するヒアリ

ング調査と現地視察を行った。調査の概要を表 9、調査団

体を表10に示す。これらの結果を①ハード整備や管理運営

の広がり(空間の広がり)、②課題を解決する過程での関係

主体の広がり（関係主体の広がり）という視点から整理し、

市民主体のハード整備を伴う公共空間活用の意義を把握し

た（表11）21）。以下2団体の詳細を示す（図1）。 

5-2 内山川ホタルを守る会 

内山川ホタルを守る会（以下、守る会）は、河川改修等

でホタルがほぼ全滅してしまった内山川のコンクリート構

造物に、生物が棲める改善整備（溶岩パネル設置）と植栽

を行っている。当初、溶岩パネル設置は河川構造物への改

良であるため通水断面の阻害や構造物の安全面での課題が

あったが、資材メーカーの協力の下で試験施工を行い、溶

岩パネルは流されても溶ける性質を持つため、環境配慮に

加え河川での危険回避策としても問題ないと確認され、設

置可能となった。また、パネル設置や植栽は業者施工では

費用が高い点が課題だったが、パネルを貼る作業を地域住

民参加イベントにしてコスト削減し、ハード整備を可能と

した。守る会では豊橋市市民協働推進基金等、様々な助成

を受け、溶岩パネル設置と植栽の箇所を徐々に増やしてい

る。管理運営は地域住民を中心に行い、日常の清掃等は自

宅周辺の小さなスケールで主体的に実施している。地域住

民には「やらされる」のではなく、「やる」という当事者意

識を持ってもらうことが必要との意見が

聞かれた。こうした活動の蓄積により維

持管理が約1.1kmに渡って実施されてい

る。内山川では川に棲むゲンジボタルだ

けでなく水路に棲むヘイケボタルも増え、

管理運営区間の環境改善の成果も確認で

きる。以上、守る会の事例では、ハード

整備や管理運営の広がりと課題解決にお

ける関係主体の広がりが確認できた。 

調査対象 調査時期 調査内容

4章でアンケート回答
を得た60団体から抽
出した9団体

2015年11⽉
〜2016年1⽉

市⺠主体の公共空間におけるハー
ド整備や整備後の管理運営、活
動などの実態および課題の詳細に
関するヒアリング調査と現地視察

表9 ヒアリング調査の概要 

表10 ヒアリング調査団体リスト 

No 団体名 所在地 実施⽇ ⼈
数

3 世⽥⾕区⽴守⼭⼩学校 “あった
らいいなこんな学校”の会 東京都世⽥⾕区 ʻ15/10/20 1

4 NPO法⼈プレーパークせたがや 東京都世⽥⾕区 ʻ15/10/20
ʻ15/11/27 1

27 いには野アカガエルの⾥を守る会 千葉県印⻄市 ʻ15/12/22 1
31 特定⾮営利活動法⼈こどもNPO 愛知県名古屋市 ʻ16/1/8 4
34 てんぱくプレーパークの会 愛知県名古屋市 ʻ16/1/8 1
35 鳴⼦きずなの会 愛知県名古屋市 ʻ16/1/12 1
90 内⼭川ホタルを守る会 愛知県豊橋市 ʻ16/1/11 1
94 ⽯巻⼭・紅の会 愛知県豊橋市 ʻ16/1/10 1

100 特定⾮営利活動法⼈ 地域福
祉活動⽀援協会 ⼈間⼤好き 広島県東広島市 ʻ16/1/18 1

図1 空間と関係主体の広がり（内山川ホタルを守る会、特定非営利法人こどもNPO） 

実態(ハード整備/管理運営/活動) 関係主体と関連する課題・解決策

内
⼭
川
ホ
タ
ル
を
守
る
会

特
定
⾮
営
利
法
⼈
こ
ど
も
N
P
O

森
(雑⽊林)

公園
公園

森
原っぱ

野球場

プレー
パーク

豊橋市⽴多⽶⼩学校

資材メーカー

内⼭川
ホタルを守る会豊橋市 住⺠

①試験施⼯【表6-③-❷】

管理協⼒

交流機会

②施⼯イベント参加
【表6-①】

保険

活動区間約1.1km

準⽤河川部

⼀級河川部

整備した⼩屋

⼩屋

整備した遊具

整備した溶岩パネル 溶岩パネル設置作業 植樹作業

公園
緑地課

⼦ども
⻘少年課

名古屋
都市センター

こども
NPO

杉商
資材
提供

名古屋市
社会福祉
協議会

助成

緑区
社会福祉
協議会

プレリーダー
派遣

⾏政職員研修
【表7-②-❸】

住⺠

イベント
出店

保険

名古屋
環境⼤学

中京競⾺
①仲介【表6-④-❶】

イベント
開催

⽕の使⽤許可

⼈件費負担

助成②管轄エリアの明確化
【表7-②- ❶ 】

新海池公園

：溶岩ボード/溶岩パネル貼り作業箇所 ：管理運営範囲
：植栽作業箇所(サザンカ、サツキ、ムクゲ、アジサイ)

設置者となる
【表6-③-❸】

■凡例
①、②…：時系列順
【表番号-課題番号】：対応する課題と解決策

：課題を解決する過程で広がった主体

：ハード整備物 ：管理運営範囲
：ハード整備範囲

名古屋市
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5-3 特定非営利法人こどもNPO 

特定非営利活動法人こどもNPO(以下、こどもNPO)は新海

池公園内にある、にいのみ池プレーパーク（以下、PP）で

活動を行う団体である。PP活動において交流拠点（PP小屋）

設置への要望が高まったが、当時の行政担当部署は公園内

のハード整備に対して理解がなく、許可を得られないとい

う課題が出てきた。これに対して、名古屋都市センター（中

間支援組織）が緑政土木局とこども青少年局の仲介に入る

ことで、子ども青少年局は子どもの育成事業の1つとして

のPP活動へ理解を示すようになり、4年を経て小屋の設置

責任者になることを認めた。PPのエリア内は子ども青少年

局が、それ以外は緑政土木課の緑土木事務所が責任を持つ

というように、責任エリアを線引きして行政内での管轄範

囲を明確にした。これを受け、こどもNPOは名古屋都市セ

ンターの助成を獲得し、にいのみ池PP内の小屋の建設、遊

具の設置とPPに隣接する雑木林のハード整備と維持管理

を行うに至った。こうした経験から、こどもNPOでは行政

職員との連携を課題と捉え、毎年行政職員による5日間の

研修を受け入れて協力体制が取れるように努めていた。 

 

6．まとめ 
本研究では、市民が主体となって公共空間のハード整備

や管理運営を行っている全国的事例を調査・分析した。 

その結果、市民主体のハード整備を伴う公共空間活用の

実態として、以下のことが明らかとなった。地域団体は地

域活性化や観光振興、コミュニティ形成を目的に公共空間

の活用に至っていたが、公共空間が荒れて管理運営されて

いない、または十分活用されていない現状の解決のために

ハード整備を実施した団体が一定程度みられた。こうした

地域団体の発意により、公共空間に手が加えられ、ハード

整備したものやその周辺エリアまで管理運営の範囲が広が

っていたことが分かった。公共空間では、外部参加者を募

るイベント開催等、公共空間の活用がなされ、また公共性

の担保を意識した活用が行われていた。こうした地域団体

によるまちづくり活動によって、公共空間が日常的に管理

運営されるようになるだけでなく、利活用がなされている

実態が明らかとなり、市民主体のハード整備をともなう公

共空間活用の意義の１つだといえる。 
また、市民主体のハード整備を伴う公共空間活用の課題

と解決策として、以下が明らかとなった。まず、「資金・設

備・資材・人材等の不足」は、ハード整備、管理運営、活

動の全局面で数多の団体が指摘しており、市民が主体とな

って公共空間を活用する際の 大の課題の一つであり、行

政・民間の様々な資源を駆使してその解決にあたっていた

ことが分かる。また「安全対策」もハード整備段階と活動

時の課題となっており、公共空間の整備・管理活用を図る

上で不可欠な視点といえる。さらに、ハード整備段階に顕

著だが、公物管理法等の「法制度への対応」も非常に多く

の団体が課題にあげ、各種許可申請手続き等に苦心してい

た。また、行政管理下のものを市民管理にすることに伴い、

互いの「管轄範囲の明確化」も課題にあった。「地権者との

調整や近隣住民への対応」等は、団体の活動の公共性を担

保する上で考慮しなければならない課題だといえよう。 
さらに、市民主体のハード整備を伴う公共空間活用の意

義として、以下が明らかとなった。地域団体のハード整備

の実施は、次なるハード整備や管理運営エリアの広がりの

契機となることが分かった。また公共空間特有の課題解決

にあたり、地域住民や行政、企業等の主体との関係構築が

求められ、関係主体が広がることが確認された。特に住民

との関係では、地域団体は住民に対し行政のようなサービ

スを提供するのではなく、地域住民を巻き込んで当事者に

することで、活動推進に向けたより積極的な関わりを得ら

れる。課題解決の過程における苦労がハード整備を地域に

根付かせ、更なる主体の巻き込みや拠点の増加といった活

動の広がりにも寄与する。このような広がりが、市民主体

のハード整備を伴う公共空間活用の意義の１つだと言える。 
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